中古MRI装置の持込に関する基本契約書

第１条（目的）
この中古MRI装置の持込に関する基本契約書（以下、「基本契約」という。）は、国立研究開発法人理化学研究所（以下、「甲」という。）および〇〇（以下、「乙」という。）の間における、中古MRI装置に含まれる液体ヘリウム（以下、「対象ヘリウム」という。）の回収処理および以下で定義する分配に関する基本的事項を定めることを目的とする。
また、基本契約は、ヘリウム価格の高騰および中古MRI装置の更新時に廃棄されるヘリウムの現状に鑑み、甲が開発したリサイクル技術を活用して、希少資源であるヘリウムの再資源化を図り、社会的・公益的な観点からヘリウム危機への備えと資源の有効活用を推進することを目的とする。

第２条（個別契約の位置付け）
基本契約は、甲乙間で継続的に実施される対象ヘリウムの回収取引の基本条件を定めるものであり、個々の取引に必要な条件については基本契約に基づき、案件ごとに別書面にて詳細を定めるものとする（以下、「個別契約」といい、基本契約及び個別契約を合わせて「本契約」という。）。個別契約は、基本契約と一体として解釈される。ただし、個別契約において基本契約と異なる事項を定めたときは、個別契約の定めが優先して適用される。

第３条（定義）
「本件取引」とは、乙が中古MRI装置を甲の施設に持ち込み、甲が対象ヘリウムを回収処理した上で、第７条第1項に定める割合で分配する一連の行為をいう。
２　「分配」とは、甲が中古MRI装置から回収処理した対象ヘリウムを、甲および乙にそれぞれ帰属させるべき数量に分離し、引き渡すことをいう。

第４条（装置の持込および引渡）
乙は、甲が指定する施設に、個別契約に定める中古MRI装置を持ち込むものとする。
２ 甲は前項の中古MRI装置の受領後、速やかに対象ヘリウムの回収処理を行うものとする。
３ 乙は甲による前項の回収処理後、速やかに当該中古MRI装置を第1項に定める施設の敷地外に搬出し、乙の責任において関係各種法令（廃棄物の処理及び清掃に関する法律を含むが、これに限られない。）及び監督官公庁からの指示命令等に則り適切に中古MRIを処理するものとする。万一、これに違反した場合は、乙は、自らの責任と負担において解決するものとし、甲に何ら迷惑をかけないものとする。

第５条（受入制限）
甲は、以下のいずれかの事由がある場合には、乙からの中古MRI装置の受け入れを一時的に停止、延期、または、中止する措置をとることができる。
（１）乙が個別契約に記載した対象ヘリウムの持込予定量を超えてヘリウムを持ち込む場合
　（２）乙が個別契約に定める中古MRIを甲が指定する甲の施設に持ち込む時点において、甲の施設におけるヘリウムの貯蔵量が甲所定の上限値に達している場合または当該甲所定の上限値に達することが見込まれる場合
　（３）乙が個別契約に定める中古MRIを甲が指定する甲の施設に持ち込む時点において、中古MRI装置に含まれる対象ヘリウムの量やヘリウム容器の提供の有無等、乙との取引と比較してより高い経済合理性を持つ取引が存在する場合
　（４）甲の液化ヘリウム施設等の点検、修理その他の理由により回収処理を行えない場合
　（５）災害、事故、法令上の規制等、甲の責に帰さない事由により受入が困難な場合
２ 前項各号の理由により中古MRI装置の受入が困難となった場合、甲はその旨を乙に速やかに通知するものとする。
３第1項に基づく措置により乙に損害が生じた場合であっても、甲はその責任を負わない。ただし、甲に故意または重大な過失があった場合はこの限りでない。

第６条（報告義務）
乙は、中古MRI装置に関する情報やその内部に含まれる対象ヘリウムの推定量を個別契約で明示することにより事前に甲に報告しなければならない。

第７条（所有権の帰属）
甲は、対象ヘリウムのうち第4条第2項に基づき回収したヘリウム（以下「回収ヘリウム」という。）について、当該ヘリウムの25％の所有権は甲に、残りのヘリウムの所有権は乙に、それぞれ帰属するものとする。ただし、当該帰属割合の基礎（母数）となるヘリウムの量は、第８条第１項に定める検収数量とする。
2　甲および乙は、合意により別に定める対価その他の条件をもって、乙に所有権が帰属したヘリウムを乙から甲に対して譲渡することができるものとする。


第８条（検収）
甲は、第4条第2項に基づくヘリウムの回収処理の時点において、当該回収処理したヘリウムを甲の施設内に設置された回収メーターにより測定したヘリウムの数値について小数点第一位を四捨五入したものを検収数量とし、これをもって確定とする。
２甲が所定の合理的な手順により作業をしたにもかかわらず、中古MRI装置に含まれると推定された数量のヘリウムが回収できなかった場合であっても、乙は、甲に対して一切異議を述べることはできず、甲に対して損害賠償請求その他の責任追及を行うことはできないものとする。

第９条（ヘリウムの管理および引渡し）
甲は、回収ヘリウムのうち第７条に基づき乙に帰属する分（以下「乙帰属分回収ヘリウム」という。）について、個別契約ごとに数量を記録・管理するものとする。
２ 乙は、乙帰属分回収ヘリウムのうち甲が保管しているもの（もしあれば）について、甲に対し引渡しの要望を行うことができる。甲は、当該要望に応じて、保管中の乙帰属分回収ヘリウムを速やかに引き渡す。
３ 乙は、甲の貯蔵施設の容量を圧迫しないよう、甲が保管中のヘリウムについて可能な限り速やかに引渡しの要望及び受領を行うよう努めるものとする。
４ 保管期間が過度に長期化する場合や、甲の施設運営に支障が生じる恐れがあると甲が判断した場合、甲は、乙に対して、甲が保管中の乙帰属分回収ヘリウムの量を指定し、当該ヘリウムの引取りを求めることができる。甲が乙に対して引渡しの通知を行ってから3ヶ月以内に乙が引取りを完了しない場合、当該ヘリウムの所有権は何らの手続を要することなく自動的に甲に移転するものとする。当該甲への所有権移転により乙に損害が生じた場合であっても、甲は乙に対して何らの賠償義務その他の責任を負わないものとする。

第１０条（乙による委託）
乙は、書面により事前に甲の承諾を得た場合に限り、本契約に基づく業務の全部又は一部を第三者（以下「委託先」という。）に対し委託できるものとする。
２　乙は、委託先に対して本契約において乙が負う義務と同等の義務を負わせるものとする。
３　乙は、委託先の行為について、再委託先と連帯してその責任を負うものとする。

第１１条（事故・不具合の責任分担）
乙が中古MRI装置を甲の施設に輸送・搬入・搬出する過程において発生した事故、破損、劣化、または第三者への損害については、乙の責任と負担において対応するものとする。
２ 甲が、第４条第２項に基づき、中古MRI装置を受領し、回収処理を開始した後に発生したヘリウムの回収工程中の事故、不具合、中古MRI装置の損傷等については、甲の責任と負担において対応するものとする。
３ 前2項にかかわらず、事故または不具合が一方当事者の故意または重大な過失により生じた場合には、その当事者が責任を負うものとする。

第１２条（秘密保持）
[bookmark: _Hlk207544741]　契約当事者は、あらかじめ他の契約当事者の書面による同意を得た場合を除き、他の契約当事者から秘密と明示のうえ開示された情報（口頭による開示の場合は、開示後10日以内に秘密と明示のうえ電子メールを含む書面で通知されたものとし、以下、あわせて「機密情報」という。）を秘密として保持し、第三者に開示し又は目的以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号に該当するものは除く。
（１）他の契約当事者から開示された時点で、既に公知公用とされていたもの
（２）他の契約当事者から開示された以降に、開示された当事者の責によらず公知となったもの
（３）他の契約当事者から開示された時点で、既に自己で所有していたことを証明できるもの
（４）正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に取得したもの
（５）開示された情報によることなく、独自に開発・取得したことが証明できるもの
[bookmark: _Hlk207544788]２　契約当事者は、本契約終了後又は他の契約当事者から要請があったときは、遅滞なく、機密情報（当該他の契約当事者から受領した情報に限る）を記した文書その他の記録媒体を、当該他の契約当事者の指示に従い、返却又は廃棄・消去しなければならない。
[bookmark: _Hlk207544810]３　契約当事者は、法律、規則、政府ないしは裁判所の命令等に基づき機密情報の開示を求められた場合には、速やかにその旨を相手方に通知するものとする。この場合において、機密情報の開示を求められた者は、第１項の規定にかかわらず、当該機密情報を必要最小限の範囲に限り、相手方の事前の同意を得ることなく当該裁判所、行政機関等に開示することができる。
４　第１項の規定にかかわらず、甲は、本契約に関する情報（契約件名、契約締結日、契約相手先の名称、契約金額、契約期間等）を政府等に提供又は公表することができる。
[bookmark: _Hlk207544818]５　第１項の規定にかかわらず、甲及び乙は、本契約の目的のために必要な範囲で弁理士、弁護士等の職務上かつ法令上守秘義務を負う外部専門家に対して機密情報を開示することができる。ただし、外部専門家による秘密保持義務の違反は開示した当事者による違反とみなす。

第１３条（反社会的勢力の排除）
契約当事者は、それぞれ、他の契約当事者に対し、現在又は将来にわたって、次の各号の事項を表明及び保証する。
（１）自ら又は自己の役員若しくは経営に実質的に関与している者が、「暴力団」、「暴力団員」、「暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者」、「暴力団関係企業」、「総会屋」、「暴力団準構成員」、「社会運動等標ぼうゴロ」、「特殊知能暴力集団」、「自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を持って暴力団員を利用するなどしている者」、「暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者」、「暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者」、「暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者」、その他これらに準ずる者又はその構成員（以下総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと
（２）自らが、反社会的勢力によってその経営を支配される関係にはないこと
（３）反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
２　契約当事者は、それぞれ、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれの行為も行わないことを誓約する。
（１）暴力的な要求行為
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為
（３）脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
（４）風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて他の契約当事者の信用を毀損し、または他の契約当事者の業務を妨害する行為
（５）その他前各号に準ずる行為

第１４条（権利譲渡の禁止）
　いずれの当事者も、他の契約当事者の書面による事前の同意を得なければ、本契約に係る権利義務の全部又は一部を譲渡することはできない。事業又は営業の譲渡とともにする場合及び一般承継させる場合も同様とする。


第１５条　（成果活用促進法人）
甲は、本契約に関する業務の全部又は一部を、自己が指定する者であって甲の研究開発の成果の活用を促進する者（科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成２０年法律第６３号）第３４条の６第１項第３号に掲げる者に限る。以下、本契約において、「成果活用促進法人」という。）に委託することができる。
[bookmark: _Hlk207544848]２　甲は、成果活用促進法人に対し、第１２条の規定にかかわらず、本契約により秘密保持義務を負う情報を開示することができる。
３　前二項の場合、甲は、成果活用促進法人に対し、本契約に規定する自己の秘密保持義務その他の義務の履行を担保するために必要な措置をとる。


第１６条　（契約の解約）
[bookmark: _Hlk207544867]契約当事者は、次の各号の一つに該当する場合は、本件取引を中止し、催告その他の手続きを要することなく直ちに本契約の全部又は一部を解約することができる。
（１）天災その他の不可抗力又は取引遂行上やむを得ない事由がある場合
（２）担当者の休業・転出・退職等により本件取引の継続が困難となった場合
（３）他の契約当事者の合併、会社分割、重要な資産の売却、組織変更、株主の変更、その他の理由により、当該他の契約当事者による本件取引又はその属する事業の継続が困難となったとき
（４）いずれかの契約当事者より本件取引の中止の申し出があり、他の契約当事者が同意した場合
（５）甲の中長期計画（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３５条の５に定めるものをいう。）の終了若しくは変更又は甲の組織の廃止若しくは変更に伴い、本件取引の継続が困難となった場合
[bookmark: _Hlk207556164]（６）他の契約当事者が第１４条に違反した場合
２　契約当事者は、前項の規定により、本契約の全部又は一部を解約した場合、他の契約当事者の受ける損害については責めを負わない。

第１７条（契約の解除）
[bookmark: _Hlk207552959][bookmark: _Hlk207553275][bookmark: _Hlk207556463]契約当事者は、他の契約当事者が本契約に違反し、相当な期間を定めた催告にもかかわらず当該他の契約当事者が当該期間内に違反を是正しない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、仮に当該他の契約当事者に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。


[bookmark: _Hlk207553358]２　前項の規定にかかわらず、契約当事者は、他の契約当事者が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告その他の手続を要することなく本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、仮に当該他の契約当事者に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
　（１）第１３条第１項各号に反したとき
　（２）第１３条第２項各号のいずれかの行為を行ったとき
（３）法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき
（４）詐欺、その他の犯罪行為を行ったとき
（５）監督官庁より営業の取消又は停止等の処分を受けたとき
（６）会社更生手続開始、民事再生手続開始、破産手続開始若しくは特別清算開始の申し立てをなし、若しくは申し立てを受けたとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
（７）差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき
（８）財産状態が著しく悪化し、本契約の履行が困難であると認められるとき
[bookmark: _Hlk207553489]（９）他の契約当事者に重大な危害又は損害をおよぼしたとき
（１０）他の契約当事者の信用を著しく毀損したとき
[bookmark: _Hlk207553519]（１１）前各号の事由が起こる虞があると認められる相当の事由があるとき
（１２）その他上記各号に準ずるとき
３　前２項の規定により本契約の全部又は一部が解除された場合には、解除された契約当事者は、他の契約当事者に対し、他の契約当事者が被った損害を賠償しなければならないものとする。


第１８条（契約期間）
本契約の有効期間は、契約締結日から2026年3月31日までとする。

[bookmark: _Hlk207544985]第１９条（知的財産権の不保証）
甲は、本契約に基づく回収処理において使用される装置または技術が、第三者の知的財産権を侵害していないことについて、明示または黙示を問わず、いかなる保証もしないものとする。

第２０条（協議解決）
本契約の解釈、または履行に関して疑義が生じた場合、双方誠意をもって協議の上この解決を図るものとする。

第２１条（合意管轄）
本契約に関する一切の紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第２２条（存続条項）
基本契約が事由のいかんを問わず終了した場合であっても、第２条（個別契約の位置付け）第２文、ただし書き、第４条（装置の持込および引渡）第３項、第５条（受入制限）第３項、第７条（所有権の帰属）第８条（検収）第２項、第９条（ヘリウムの管理および引渡し）、第１０条（乙による委託）、第１１条（事故・不具合の責任分担）、第１２条（秘密保持）、第１３条（反社会的勢力の排除）、第１４条（権利譲渡の禁止）、第１５条　（成果活用促進法人）、第１６条　（契約の解約）第２項、第１７条（契約の解除）第１項第２文、第２項第２文、第３項、第１９条（知的財産権の不保証）、第２０条（協議解決）、第２１条（合意管轄）および本条の各条項は、引き続きその効力を有するものとする。

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。


（西暦）◇◇◇◇年◇◇月◇◇日

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	埼玉県和光市広沢２番１号

	甲
	国立研究開発法人 理化学研究所

	
	仁科加速器科学研究センター長　櫻井 博儀




	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	（ご住所）

	乙
	○○○○○○○○

	
	（役職）　（ご氏名）




